介護予防教室（健活サークル）業務見積仕様書
１　委託業務名　
介護予防教室（健活サークル）業務
２　目的
　　「いつまでも歩くことができるからだづくり」を目標とした、運動中心の介護予防教室
を行う。
３　委託期間
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
４　実施期間及び実施場所
　　期間：令和８年４月～令和９年３月まで（上限９３回）
　　　　　実施期間において原則週１回の９０分間とする。
　　場所：地域密着型特別養護老人ホームヒューマンケアこうしの杜（毎週水曜日）
　　　　　栄市民センター（毎週火曜日）
　　　　　※２箇所とも１４時から１５時３０分
　　　　　※場所の借用については市で行うこととする
５　対象者
　　６５歳以上の市民（各会場、定員２０名）
※原則、要支援・要介護の認定等受けていない人、運動制限のない人
６　委託事業内容
（1） 事業の流れ
1 市が対象者に呼びかけて利用者を募り、利用者を選定後、受託者に利用者の基本情報（基本属性、疾患、身体活動等申請時の聴取内容）を提供する。なお、 実施期間中、利用定員に達していない場合は新規利用者を随時追加するものとする。
2 受託者は、利用者の教室への送迎、教室での介護予防講話と運動トレーニング等を実施し、実績及び事業評価を市へ報告する。
（2） 利用者負担金の徴収
受託者は、利用料（１回２００円）を利用者から利用者負担金として徴収することができる。なお、利用者負担金の徴収にあたっては、これを適正に行うこと。
（3） 実施内容
1 会場設営
2 受付及び体調確認
3 定期的な体力測定（握力、TUG、５ｍ通常・最大歩行、開眼片足立ち）及び基本チェックリストを実施し、トレーニングの効果の評価・健康状態の評価を行い、その評価を利用者と共有すること。
4 教室利用者のうち、送迎希望者の送迎を実施すること。
5 教室開催中及び休憩時間、送迎に関する時間において、教室利用者の安全確保に対応すること。
6 機材及び教室実施に関する講座資料は受託者にて準備する。ただし、実施会場において、使用可能な機材は市と協議をしながら利用してもよい。
7 利用者自身が自宅で可能なトレーニングを指導し、教室以外の場においても健康づくりに取り組めるように支援すること。
8 利用者個々の状況に応じて、地域包括支援センターと情報交換を図り、教室終了後も介護予防活動が行えるよう支援を行うこと。
9 市が募集したサポーターに対し研修を実施するとともに、登録管理を行い、名簿を市へ提出すること。育成にあたっては、サポーターが教室運営の補助役として活動でき、地域活動への参加が高まるような働きかけを行う。
10 １回の教室につき、サポーターを２名程度配置し、１回の活動につき５００円の謝金をサポーターに支払うこと。
（4） 実施報告
1 受託者は利用者数、サポーター従事者数及び実施回数等を毎月報告すること。
2 受託者は実施期間終了後、事業評価（利用者個人や教室実施評価、終了および中断の理由など）を含む実施報告書を作成し提出すること。
3 実施報告書は業務終了後３０日以内に提出すること。
７　人員配置
（1） 理学療法士・作業療法士・看護師・管理栄養士・健康運動指導士等の専門職で運動指導の研修を受けた人１名で運営にあたる。評価測定時等には補助員1人を追加し運営する。
（2） サポーターを２名程度配置し、教室の運営を補助する。
８　安全管理体制
受託者は、利用者の健康状態の異常等に速やかに対応し、必要に応じて関係機関へ連絡等
を行える体制を整えること。
９　賠償保険
　　受託者は利用者の本事業実施中の事故等に備え、賠償保険等に加入し、対応すること。
10　委託料
（1） 教室運営費、サポーター派遣調整コーディネート費、需用費、サポーター謝金については１月毎の実績払いとし、毎月の実施報告とともに市に請求するものとする。
（2） 評価測定費、事業企画・運営費については業務期間終了後、実施報告書とともに市に請求するものとする。
（3） 市は正当な請求があった日から起算して３０日以内に受託者に委託料を支払うものとする。
11　その他
（1） データのやり取りについて、個人情報の漏えい防止及びウイルス対策などのセキュリティ対策を行っていること。
（2） 実施に関し必要な事項は、市と受託者で協議を行うこと。 
